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1. 概要 
1 ) 海岸の概要 
駿河湾沿岸は、静岡県沼津市大瀬

お せ

崎
ざき

を起点とし、静岡県御前崎市御前崎
お ま え ざ き

に至る延長約

１６３㎞の海岸である。富士山や伊豆半島を背景に、三保
み ほ

の松原や千本
せんぼん

松原に代表され

る白砂青松の海岸景観を形成している。 

また、当沿岸の背後地には、国道 1 号線をはじめ JR 東海道本線・東海道新幹線が隣

接して通過する交通の要衝であり、人口や資産が集積している。 

本沿岸の海岸保全については、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、静岡県知事が

「駿河湾沿岸海岸保全基本計画」＊1（平成１４年６月策定）を定め、海岸整備を実施し

ている。 

富士海岸・駿河海岸では、地形的な特徴から高潮が異常に発達し、過去から甚大な被

害を被っている。近年、富士川、大井川からの流出土砂の減少等により海岸侵食が進ん

でいる。 

これらのことから、両海岸の海岸保全施設は国土保全上特に重要であり、工事の規模

が大きく、高い技術力を要することから、海岸管理者である静岡県知事に代わって国土

交通大臣が防護・環境・利用の調和のとれた海岸事業を実施している。 

 

大
井
川

菊
川

安
倍
川

富
士
川

狩
野
川

御前崎市御前崎

沼津市大瀬崎

駿河湾沿岸海岸保全基本計画対象範囲 
大瀬崎～御前崎：162.6km 

駿河海岸 

富士山 

富士海岸 

 
駿河湾沿岸海岸保全基本計画対象範囲と富士海岸及び駿河海岸の位置図 

                                            
＊1：駿河湾沿岸海岸保全基本計画とは、海岸法第二条の三に基づき、静岡県が駿河湾沿岸域の海岸の保全及び海岸保全施設の整

備に関する基本的な事項を定めたもの。 

凡例 

東海道新幹線 

東海道本線 

第一東名自動車道 

国道１号 
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■ 富士海岸の背後地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 駿河海岸の背後地状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駿河海岸

大井川
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吉田町

大井川町 大井川港

吉田漁港 

静岡市

JR東海道新幹線 

国道１５０号 

東名高速道路 

沼津市 

富士海岸 
狩野川

富士川 
田子の浦港 

静岡市 富士市

国道１号 
JR東海道新幹線 
東名高速道路

JR東海道線 
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■ 地形の特徴 

富士海岸・駿河海岸が位置する駿河湾は、湾口の深さが約 2,500m にも達する我

が国最深の湾で、海底勾配が 1/5*と非常に急深である。台風が来襲した際には波浪

が減衰せず到達する。加えて湾奥に位置する富士海岸では、高潮が異常に発達する

恐れが高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士海岸・駿河海岸位置図       代表的海岸の海底断面（太平洋沿岸） 

 

 

駿河海岸

駿河トラフ

大井川

我が国最深の湾
（水深約2,500m）

伊豆半島

富士山

石廊崎

御前崎

富士海岸

富士川

 
駿河湾の概要 

 
*海底勾配 1/5 は、水深 10m 以浅の勾配である。 

 

駿河海岸 
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2 ) 主要な災害 
富士海岸・駿河海岸は、過去から甚大な被害に見舞われてきた。特に昭和 41 年台風

26 号に伴う高潮により甚大な被害を被った。 

近年では、前浜が減少した地区で越波被害が発生している。 

富士海岸・駿河海岸の被災状況(昭和 41 年) 

富
士
海
岸 

富
士
市 

吉原工区今井地先 富士工区三四軒屋地先 

駿
河
海
岸 

焼
津
市 

焼津工区田尻地先 

静岡新聞 
昭和 41 年 9 月 26 日  

掲 載 記 事

富士海岸・駿河海岸の被災状況(昭和 41 年) 

海岸名 死者 家屋被害 公共被害 

富士海岸 13 名 （富士市(旧吉原市)）
全壊 26 棟 

半壊 25 棟 
破堤 L=200m 

駿河海岸 4 名 （焼津市） 
全壊 10 棟 

半壊 15 棟 
破堤 L=770m 

近年の越波被害 

海岸名 発生年月 起因 被害状況 

（1995）H7.9.16～17 12 号台風 焼津市田尻地区 保安林浸水 

（1997）H9.9.18～20 20 号台風 
焼津市田尻地区、大井川町下小杉地区、吉田町
川尻地区、保安林浸水 

（1998）H10.9.15～16 5 号台風 
大井川町藤守地区～焼津市田尻地区 
保安林浸水 

（2000）H12.7.8 3 号台風 焼津市一色地区 保安林浸水 

（2001）H13.8.22 11 号台風 焼津市一色地区 保安林浸水 

（2001）H13.9.8～11 15 号台風 焼津市一色地区 保安林浸水 

駿
河
海
岸 

（2002）H14.10.1 21 号台風 焼津市一色地区 社会福祉施設浸水（床下）

＊富士海岸では近年、越波被害は発生していない 

user
長方形
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3 ) 海岸の課題 
海岸侵食 

富士海岸及び駿河海岸では海岸侵食が著しく、年々進行している。 

侵食の進行に伴い、海岸堤防を越える波が多くなっている。駿河海岸では、背後

地で浸水被害が生じている。 

環境面への配慮 

駿河湾沿岸域は、アカウミガメ*の産卵場の北限といわれている。富士海岸・駿河

海岸では、アカウミガメの上陸、産卵が確認されている。また、沿岸では、シラス

漁や、サクラエビ漁が盛んである。このような良好な海岸環境の保全や沿岸漁業に

配慮した整備が必要である。 

利用面への配慮 

富士海岸では、富士山や白砂青松の優れた景観を有しており、海水浴や釣り等の

レジャー、散歩やマラソンコースとして多くの人々に利用されている。 

駿河海岸では、盆供養の行事としてトーロン（旧盆の送り火）が行われている。

海岸一体は、キスやクロダイなどの釣りのメッカとして知られている。また、豊富

な水産資源を活用した地引き網に利用客が訪れるほか、教育関連施設（ディスカバ

リーパーク焼津）と一体で整備された海岸堤防の利用など、地域住民を含め多くの

人々に利用されている。 
これらのことから、海岸利用に配慮した整備が必要である。 

■ 海岸侵食 

【富士海岸】 

 

 

 

 

 

 

富士海岸の侵食状況 

【駿河海岸】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
駿河海岸の侵食状況 

*：静岡県レッドデータリスト「絶滅のおそれのある種」に指定

昭和放水路

昭和５４年 平成１９年 

凡例 
     昭和 54年汀線 
     平成 19年汀線 

昭和３７年頃 

平成 16 年 

平成 9 年台風第 20 号による越波状況

焼津市福祉老人ｾﾝﾀｰの越波痕跡  

（平成 14 年 10 月） 

凡例 
     昭和 37年汀線 
     平成 16年汀線 

平成 9 年台風第 20 号による浸水範囲 

焼津福祉会館 

昭和 54 年 20 号台風により 

打ち上げられたギャラティック号
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■ 環境・利用への配慮 

 
富士山と白砂青松の優れた景観 

（沼津工区） 

 
平成１７年１０月に富士海岸で 

孵化したアカウミガメ 

富 

士 

海 

岸 

富士海岸で行われたマラソン大会 

 
海水浴客の利用状況 

出典：駿河湾沿岸海岸保全基本計画

大井川町旧盆行事（ﾄｰﾛﾝ）（大井川工区）

 

教育施設と一体で整備した海岸堤防（焼津工区）

駿 

河 

海 

岸 

平成１４年７月アカウミガメ上陸跡 

（大井川工区） 

 
地引き網の状況（焼津工区） 

 

上陸跡 

教育関連施設(デスカバリーパーク焼津) 
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■ 失われた自然環境や海岸利用 
・ 昭和 30 年代にみられた広い浜は侵食され、船置き場や網干しなどの漁業利用がで
きなくなった。 

・ 広い浜を利用した自然環境の学習場所が少なくなってきた。 
 

 
大正中期の千本浜海岸（沼津工区） 

 
S30 年頃の千本浜海岸（沼津工区） 

富 

士 

海 

岸 

 
S30 年頃の海水浴客の利用状況（沼津工区）

 
S25 年頃の海浜状況（蒲原工区） 

S30 年以前の鰹水揚状況（焼津工区） 

 

S34 年頃の海浜状況（大井川工区） 

駿 

河 

海 

岸 

S41 年頃の遠足状況（大井川工区）  
S34 年頃の海浜状況（大井川工区） 

 

現在の汀線 
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2. 海岸事業の概要 
1 ) 海岸事業の概要 
■事業の目的 

 

・高潮対策 

高潮から背後地の人命、財産等を防護するため、高潮堤防の整備を行う。 

・侵食対策 

近年、海岸侵食が進行しており、侵食域が拡大しているところでは波が堤防を

乗り越え、背後地で浸水被害が生じている。このため、離岸堤、消波堤に加え、

養浜の実施により海浜の維持・回復を図る。 

・環境・利用への配慮 

・沿岸漁業に配慮した整備を行う。 

・海水浴や伝統行事・地域のイベントなど、海岸利用に配慮した整備を行う。 

・アカウミガメの産卵地の消失を防ぐなど自然環境に配慮した整備を行う。 

 

■計画諸元 

 富士海岸 駿河海岸 

計画区間 静岡県沼津市千本
せんぼん

地先～ 

静岡県静岡市清水区蒲原
かんばら

堰
せき

沢
さわ

地先 

静岡県焼津市石
いし

津
ず

地先～ 

静岡県榛原郡牧之原
まきのはら

市細江
ほ そ え

地先 

計画延長 22.9km 12.1km 

計画堤防高 T.P.+9.0～+17.0ｍ T.P.+6.2m～+8.2m 

計画波高等 有義波高：17ｍ  周期：20s 有義波高： 9ｍ  周期：14s 

計画高潮位 T.P.+1.60ｍ T.P.+1.66ｍ 
計画波高は、仮想伊勢湾台風来襲時の推定値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設概要図 
施設の役割 
堤防：高潮対策、 養浜：侵食対策、 消波：侵食対策、 離岸堤：侵食対策 
 
 
 
 
 
 
 
 

離岸堤による 
前浜の回復 

離岸堤 
(有脚式) 消波堤 

養浜工 
堤防 
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2 ) 事業の経緯 
■ 富士海岸 

昭和 41 年 9 月  台風 26 号により死者 13 名、全壊家屋 26 戸、半壊家屋 25 戸 

昭和 42 年 6 月 沼津工区、原工区、吉原工区、蒲原工区を直轄工事区域に指定 

高潮対策として、堤防整備に着手 

昭和 47 年度 吉原工区の堤防工完了 

昭和 49 年度 吉原工区の侵食が進行したため、侵食対策として消波堤整備に着手

昭和 51 年 5 月 富士工区を直轄工事区域に指定 

昭和 52 年度 富士工区の侵食が進行したため、侵食対策として離岸堤整備に着手

昭和 53 年度 原工区の堤防工完了 

昭和 57 年度 堤防の耐震対策に着手 

昭和 61 年度 富士工区の堤防工完了 

昭和 63 年度 蒲原工区の侵食対策として離岸堤に着手 

平成 3 年度 富士工区の侵食対策として、養浜工に着手 

沼津工区の人工リーフに着手 

平成 4 年度 蒲原工区で有脚式離岸堤に着手 

平成 6 年度 沼津工区の堤防工完了 

平成 8 年度 吉原工区の侵食対策として養浜工に着手 

平成 14 年度 堤防の耐震対策を完了 

平成 19 年度 蒲原工区堤防工完了予定 

 

■ 駿河海岸 

昭和 36 年 9 月  第二室戸台風により甚大な被害発生  

昭和 39 年 6 月 大井川工区、川尻工区を直轄工事区域に指定、堤防工に着手 

昭和 41 年 9 月  台風 26 号により死者 4名、全半壊家屋 25 戸、破堤 770ｍ(焼津工区) 

昭和 42 年 3 月 住吉工区を直轄工事区域に指定 

昭和 43 年 7 月  台風 4 号により 180m にわたり破堤 (大井川工区)  

昭和 47 年 7 月  台風 9 号により 70m にわたり破堤、(川尻工区)  

昭和 48 年 4 月 焼津工区、榛原工区を直轄工事区域に指定 

昭和 54 年 10 月  台風 20 号により死者 1 名、全半壊家屋 4 戸(焼津工区)、破堤及び

根固落下 1,040ｍ(大井川工区)  

昭和 58 年 4 月 大井川港よりサンドバイパス開始 

昭和 62 年度 堤防工全工区完了。大井川工区の侵食対策として、有脚式離岸堤に

着手 

平成 4 年度 住吉工区の侵食対策として、離岸堤に着手 

平成 7 年度 堤防の耐震対策に着手 

平成 13 年度 住吉工区の離岸堤完了 

平成 14 年度 堤防の耐震対策を完了 
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3 ) 事業の進捗状況 
富士海岸、駿河海岸の事業の進捗率*は、それぞれ約 54％、59％である。 

（富士海岸・駿河海岸を合わせた事業の進捗率は約 56％） 

54% 46%

0% 50% 100%

事業進捗

残事業

 

富士海岸における海岸事業の進捗率(平成 19 年 3 月現在) 

59% 41%

0% 50% 100%

事業進捗

残事業

 

 

駿河海岸における海岸事業の進捗率(平成 19 年 3 月現在) 

 

56% 44%

0% 50% 100%

事業進捗

残事業

 

富士海岸・駿河海岸を合わせた事業の進捗率(平成 19 年 3 月現在) 

 

*進捗率は、全体事業費に対する既投資額の占める割合である 
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4 ) 平成 14 年度事業評価監視委員会以降の進捗状況と今後の見込み 
■【富士海岸】主要工事 

L=4,701m 

3,6 原工区吉原工区富士工区蒲原工区 

L=45,514m L=4,080m L=4,297m L=4,265m 

田
子
の
浦
港 

昭
和
放
水
路 

吉原工区 
内容：高潮対策及び侵食対策（養浜工） 

蒲原工区 
内容：高潮対策及び侵食対策 
（堤防工、有脚式離岸堤） 

沼津市 

富士市

静岡市 

沼津工区 
 

吉原工区 

実施期間：平成 8年度～平成 19 年度 

整備内容：高潮対策及び侵食対策として、養浜工を実施 

進捗状況：昭和放水路以東の侵食が著しく進行したことから、学識者からの意見を頂き

ながら、養浜工を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士海岸吉原工区養浜実施箇所における汀線変化状況 

 

今後の見込み 

・汀線を維持、回復させるために、引き続き養浜工を実施する。 

 

 

 

平成 19 年 1 月撮影 

吉原工区 原工区 

平成 8年2月撮影侵食が著しい 平成 8年 2 月撮影 

管理汀線* 

管理汀線* 

養浜により前浜を回復 

＊管理汀線とは、台風等における異常波浪が来襲し、大きな海浜変形が起こったとしても、堤防が破堤しない海浜線をいう。

平成８年度から行っている養浜事業は、堤防が破堤に至らぬようこの管理汀線まで汀線を回復させることを目的として実施し

ている。 
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蒲原工区 

実施期間：平成 4年度～平成 19 年度 

整備内容：堤防工及び有脚式離岸堤を整備 

進捗状況：堤防工は、平成 14 年度より着手し、平成 19 年度完成予定 

有脚式離岸堤は、平成 4年度より着手。平成 14 年度以降、1基を整備し、

現在までに合計 3基を整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の見込み 

・引き続き、侵食対策として有脚式離岸堤の整備を進める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

着手前（平成 11年 12月） 

堤防工 

着手後（平成 19年 2月） 

平成 19 年 2 月撮影 

堤防工 

有脚式離岸堤設置予定箇所

離岸堤設置前の汀線 

平成１５年度完成有脚式離岸堤
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■【駿河海岸】主要工事 

 
大井川工区 

・実施期間 ：昭和 62 年度～平成 19 年度 

・整備内容 ：侵食対策として有脚式離岸堤を整備 

・進捗状況 ：有脚式離岸堤は、平成 14 年度以降、1基を整備し、現在までに合計 5

基を整備。平成 19 年度に 1 基完成予定。 
焼津工区 

・実施期間 

・整備内容 

・進捗状況 

 

：平成 18 年度～平成 22 年度（予定） 

：侵食対策として、短突堤 (3 基)、有脚式離岸堤を整備 

：短突堤（2基）は、平成 20 年度に完成予定 

：有脚式離岸堤は、平成 22 年度に完成予定 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大井川工区・焼津工区の今後の見込み 

・引き続き、侵食の著しい区間で有脚式離岸堤、短突堤の整備を実施 

  

大井川港 
  

坂口谷川 
  

吉田漁港 
  

焼津 市 
  

大井川 町 
  

吉田 町 
  

牧 之 原 市 
  

焼津工区 
  内容：侵食対策・越波対策（短突堤、有脚式離岸堤） 

  
大井川工区～ 

  内容：侵食対策（有脚式離岸堤） 
  

栃
山
川 

藤
守
川 

大井川工区 L=3,745m 
焼津工区 L=3,600m 

有脚式離岸堤（H19 完成予定）

既設有脚式離岸堤５基 

至大井川 
短突堤１基（H18 完成）

短突堤設置位置図 

有脚式離岸堤（H22 完成予定）

短突堤 2基（H20 完成予定）
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■前回評価時、今回評価時の事業進捗率の対比 
事業進捗率は、前回評価時より 7～8％増加している。 

 

【富士海岸】 

工種 全体計画 前回評価時(平成 13年度末) 今回評価時(平成 18年度末) 
堤防工 22,917ｍ 22,753ｍ 22,819ｍ 
消波堤 42基 42基 42基 
離岸堤 50基 25基 26基 
養浜工 349万㎥ 99万㎥ 163万㎥ 

その他 堤防耐震対策 
土砂流出防止工 

堤防耐震対策 堤防耐震対策 

事業進捗率 － 47.3％ 54.4％ 
 

【駿河海岸】 

工種 全体計画 前回評価時(平成 13年度末) 今回評価時(平成 18年度末) 
堤防工 12,053ｍ 12,053m 12,053m 
消波堤 59基 59基 59基 
離岸堤 34基 14基 16基 

その他 堤防耐震対策 
短突堤 3基 

堤防耐震対策 堤防耐震対策 
短突堤 1基 

事業進捗率 － 51.5％ 59.1％ 
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3. 事業を巡る社会情勢等 

1 ) 事業を巡る社会情勢等の変化 
・ 地域の人口・世帯数は、年々増加している。 

・ 背後地には、交通量 80,000 台/12ｈを越える国道１号や JR 東海道本線が通過し

ており、我が国の大動脈として機能している。 

 

以上のことから、今後の当該地域における事業の必要性は高い。 

  

人口の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

人
口
（

万
人
）

0

5

10

15

20

25

30

35

世
帯
数
（

万
世
帯
）

沼津市 富士市 蒲原町 焼津市

大井川町 吉田町 榛原町 世帯数
 

富士海岸と駿河海岸に接する背後地域における人口の推移 
（焼津市、大井川町、吉田町、牧之原市、沼津市、富士市、静岡市清水区のうち旧蒲原町）    

                                           出典：H17国勢調査 

 

 

 

自動車交通量の推移（一般国号１号）
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自動車交通量の推移 

出典：H17 道路交通センサス 

前回評価時Ｈ14 今回評価時Ｈ19 

前回評価時Ｈ14 今回評価時Ｈ19 

計画時 
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2 ) 海岸利用 
【富士海岸】 

沼津工区では、「なぎさリフレッシュ事業」により海浜に設置していた消波ブロッ

クを沖合の人工リーフに転用したことにより、海浜へのアプローチが改善し、自然の

なぎさが回復した。その結果、海水浴場として多くの人々に利用されるようになった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【駿河海岸】 

焼津工区では、「いきいき海の子・浜づくり事業」により緩傾斜堤防を教育関連施

設と一体的に整備したことにより、海辺における野外学習、環境学習の場として多く

の人々に利用されるようになった。また、住吉工区では「なぎさリフレッシュ事業」

により離岸堤を整備したことにより、自然のなぎさが回復した。その結果、多くの人々

に海辺に親しむ場として利用されるようになった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    緩傾斜堤防を利用したイベント       海岸利用の状況 

     (焼津工区田尻地区堤防)          （住吉工区） 

 

  
焼津工区 ディスカバリーパーク入場者数 住吉工区の海岸利用者数 
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なぎさリフレッシュ事業 
完了(2002) 

なぎさリフレッシュ事業 
開始(1993) 

人工リーフ設置前 人工リーフ設置後 

ディスカバリーパーク焼津 
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４．費用対効果分析 

 

 

 

■富士海岸 

防護人口及び防護面積         便益の内訳 

防護人口 59,354 人 一般資産 1,842 億円 

防護面積 1,504 ha 公共土木施設 3,317 億円 

 公益事業等 55 億円 

■駿河海岸 

防護人口及び防護面積        便益の内訳 

防護人口 17,925 人 一般資産 2,220 億円 

防護面積 853 ha 公共土木施設 3,996 億円 

公益事業等 67 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

○投資効率性の評価     高潮被害額(一般資産＋公共土木施設＋公益事業等) 

費用便益比（B／C） ＝ 
事業費＋維持管理費 

  ■富士海岸 

Ｂ／Ｃ（全体事業）＝ ５，２１４億円 ／ ２，２３２億円 ＝  ２．３ 
Ｂ／Ｃ（残業業） ＝ １，４４０億円 ／    ３１６億円 ＝  ４．６ 

 

■駿河海岸 

Ｂ／Ｃ（全体事業）＝ ６，２８３億円 ／ １，００７億円 ＝  ６．２ 

Ｂ／Ｃ（残業業） ＝   ７５５億円 ／    １３８億円 ＝   ５．５ 
 

○前回評価時の費用便益比との比較 

 

■富士海岸 

前回評価時のＢ／Ｃ ＝ ６．２ 

今回評価時のＢ／Ｃ ＝ ２．３ 

 

■駿河海岸 

前回評価時のＢ／Ｃ ＝ ６．３ 

今回評価時のＢ／Ｃ ＝ ６．２ 

事業を実施した場合 事業を実施しない場合 

浸水被害無し 浸水被害発生
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５． コスト縮減 

【富士海岸】 
富士山大沢崩れで発生した流出土砂を砂防施設で捕捉し、その土砂を養浜材として利

活用する等、他事業との連携によりコスト縮減（年間約８千万円）に努めている。 

また、今後は富士川流域の河川管理者や港湾管理者とも連携し、サンドバイパスを実

施し、さらなるコスト縮減に努める。 

大沢川遊砂地における養浜材の採取状況 吉原工区における養浜工の施工状況 

 
【駿河海岸】 

駿河海岸の急峻な地形特性から、在来工法のブロック式離岸堤に代えて、有脚式離岸

堤を採用することにより、ブロックの沈下・散乱等による維持的経費が削減され、1基

当たり約 8.5 億円のライフサイクルコストが縮減する。 

また、有脚式離岸堤については、高度技術提案型総合評価方式にて発注し、性能やコ

ストに優れた工法を採用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

有脚式離岸堤は電気防蝕の更新費用のみが必要。 

ブロック式離岸堤は、その機能・効果を維持する為に波浪等により

散在したブロックの引き上げや、沈下した離岸堤の復旧が必要。 

散在ブロック 
沈下した離岸堤 
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６． 代替案立案等の可能性 

富士海岸の養浜工に替わる代替案 

① 離岸堤 

② 消波堤 

・ コスト面、景観面、利用面、漁業に与える影響等を総合的に勘案する

と、現計画が妥当である。 

・ なお、養浜量の低減を目的とした土砂流出防止工について検討を行っ

ている。 

 

駿河海岸の有脚式離岸堤に替わる代替案 

① 養浜 

② ブロック式離岸堤 

・ コスト面、景観面、利用面、漁業に与える影響等を総合的に勘案する

と現計画が妥当である。 

・ なお、ブロック式離岸堤と比較すると、建設費及び維持管理費が小さ

く、コスト面で優れている。 
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７．対応方針（原案） 

 

■富士海岸 

 

平成 14 年度の事業評価監視委員会から一定期間（5年間）が経

過したため、4つの視点で再評価を行った。 
 

①事業の必要性等に関する視点 

・当該地域は、過去の台風災害により甚大な被害を被った地域

であり、海岸保全施設によって背後の国民生活及び経済活動

を守ってきた。 

・海岸侵食は、越波量の増大や破堤の要因となりうるものであ

り、国民生活及び経済活動を脅かすものである。 

・また、海岸は貴重な自然・生物を育み、レクリエーションに

活用される場であることから、海岸侵食に対する人々の感心

は非常に高い。 

 

これらのことから海岸保全施設整備事業は、必要不可欠である。
 

②事業進捗の見込みの視点 

・昭和 42 年の直轄事業着手以降、計画的に事業が進捗している。

なお、地元地方公共団体等から継続実施の要望が寄せられてい

る。 
 

③コスト縮減 

・ 養浜工で必要となる土砂に富士山の砂防施設で捕捉した土

砂を有効活用することにより、コスト縮減に努めている。 

・今後は養浜量の低減を目的とした施設検討・整備、サンドバ

イパスの実施等により、さらなるコスト縮減に取り組んでま

いりたい。 
 

④代替案立案等の可能性の視点 

・現在の整備手法が最も適切であると考える。 
 

以上のことから、富士海岸直轄海岸保全施設整備事業を継続す

る。 
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■駿河海岸 

 

平成 14 年度の事業評価監視委員会から一定期間（５年間）が

経過したため、４つの視点で再評価を行った。 
 

①事業の必要性等に関する視点 

・駿河海岸は、高潮による被害が発生しやすい海岸であるため、

大規模な台風等によって著しい災害を受ける恐れがある。 

・海岸侵食は、越波量の増大や破堤の要因となりうるものであ

り、国民生活及び経済活動を脅かすものである。 

・また、海岸は貴重な自然・生物を育み、レクリエーションに

活用される場であることから、海岸侵食に対する人々の感心

は非常に高い。 

 

これらのことから海岸保全施設整備事業は、必要不可欠である。
 

②事業進捗の見込みの視点 

・昭和 39 年の直轄事業着手以降、計画的に事業が進捗している。

なお、地元地方公共団体等から早期完成の要望が寄せられてい

る。 
 

③コスト縮減 

・ 従来型のブロック式離岸堤に替え、有脚式離岸堤を採用する

ことにより、コスト縮減に努めている。 

・ 大井川港管理者である大井川町と連携し、大井川港周辺に堆

積している土砂を侵食が著しい箇所へ養浜することにより、

コスト縮減に努めている。 
 

④代替案立案等の可能性の視点 

・現在の整備手法が最も適切であるものと考える。 
 

以上のことから、駿河海岸直轄海岸保全施設整備事業を継続す

る。 
 

 




